
 事 業 所 票 の 記 入 要 領 早 見 表

（令和元年６月分）

大

学

卒 技 術 系
又は

正社員・正職員
以外 男 16

人 人

0 0
2

21 1 7 2

千 百

円

人人 万

29人

30人～ 10人～

1

この調査の対象となった事業所の方々には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。

この調査の実施に当たっては、特に必要がある場合には、資料の提出のお願いや関係者の方々への質問を行うことがあります。

この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。

3. 　採用人員のうち、本社等で一括

採用し、支社等に配属した場合の

人員は、配属先の支社等に含め、

本社等から除きます。

個人票

の枚数

②　①の初任給額の確定状況

1 本年度の初任給額として確定したものである。

点検担当者
備 考担 当 者 局 署

7

2
ベース・アップが決まっていない等のため

確定していないものである。

※ 調 査 ※枚

をいいます。

女 46 10

186 38

309 65

5

13

常 用 労 働 者 計

4
・ １か月以上の期間を定めて

雇われている労働者

常用労働者とは 貴事業所において、

正社員・正職員と

する者

1
事 務 系

2. 　初任給額は、貴事業所に配属さ

れている新規学卒者について、所

定内給与額から通勤手当を除いた

額を記入してください。（所定内

給与額は、きまって支給する現金

給与額から超過労働給与額（時間

外手当、深夜手当、休日手当、宿

日直手当等）を除いたものです。

また、賞与は含みません。）

　100円未満の端数は、四捨五入し

てください。

・ 期間を定めずに雇われて

いる労働者 女 61

　新規学卒者とは、原則として本

年３月に学校教育法に基づく高

校、高専・短大、大学を卒業又は

大学院修士課程を修了し修士号を

取得した者若しくは取得見込みの

者をいいます。ただし、大学医学

部及び歯学部、専修学校、各種学

校（准看護師養成所、看護師養成

所等）、職業能力開発施設等の卒

業者は除きます。

(3) 事業所の雇用形態別労働者数
初 任 給 額 採用人員 初 任 給 額 採用人員

① 事業所の常用労働者数

人 人

大 学 院

修士課程修了
常用労働者のうち

「正社員・正職員」

以外の者

高 校 卒

常用労働者 正社員・正職員

男 高専・短大卒

抽 出 労 働 者 数
万 千 百

円区 分 常 用 労 働 者 数 抽 出 率

(2)

主 要 な 生 産 品

の 名 称 又 は

事 業 の 内 容

(5)　新規学卒者の初任給額及び採用人員（民営の事業所のみ記入してください。）

①　貴事業所における新規学卒者の初任給額及び採用人員

（注）個人事業主の場合、法人番号欄は記入不要です。マイナンバー（個人番号）の記入はしないでください。 

区 分

男 女
1.

パン・和菓子の製造

5人～9人
記入担当者氏名　　人事給与係　霞が関　太郎 以　上 4,999人 999人 499人 299人 99人

5 6 7 8

連絡先電話番号 (　０３　)-(５２５３)１１１１番（内線7658番）
5,000人 1,000人～ 500人～ 300人～ 100人～

0 0 0 0 1 (4)　企業全体の常用労働者数（貴事業所が属する企業全体（本社、支社、工場、営業所等）の常用労働者の総数をいいます。）

1 3 1 0 0

(1)

５．※印欄は記入しないでください。

② 事業所の臨時労働者数

区 分 臨 時 労 働 者 数 抽 出 率 抽 出 労 働 者 数

臨時労働者

1 2 3 4

0 0 1 2 0 7

事 業 所 の 名 称

日々又は１か月未満の期間を定めて雇われて

いる労働者
及 び 所 在 地

並びに法人番号

法人

番号 6 0

霞が関製パン(株)　霞が関支店

〒１００－８９１６

東京都千代田区霞が関１－２－２

常用労働者に該当しない労働者

３．調査票は黒又は青のボールペンで記入してください。

４．調査票の記入事項で該当区分のあるものは、該当する番号を１つだけ○で囲んでください。

9 0 E 0 9 7

１．６月30日現在（給与締切日の定めがある場合には、６月における最終の給与締切日現在）
大 中 小 又は６月１日から６月30日までの期間（給与締切日の定めがある場合には、６月の最終の給

与締切日以前１か月間）の状況について記入してください。

２．調査票の記入に当たっては、「調査票記入要領」をよくお読みください。

様式第１号 賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査 ※ 局 署

記入欄

22 5 2 1

18 2 0 1

秘 事 業 所 票統 計 法 に 基 づ く
基 幹 統 計 調 査 厚 生 労 働 省

記入上の注意
この調査票に記入された事項

については、統計以外の目的

に使ったり、他に漏らしたり

することはありません。

都道府県

番　　号
事 業 所 一 連 番 号

産 業 分 類 番 号

3
臨時労働者の抽出率、抽出労働者数(要領６､８～９頁)

(3)①｢常用労働者計｣の人数により抽出率を決定
・｢常用労働者計｣が５～９人の事業所 →１／
・｢常用労働者計｣が１０人以上の事業所 →１／

※ 抽出率を記入後、要領（８頁）の「抽出労働者の選び
方」を参照して、労働者を抽出し、選んだ抽出労働者
数を記入してください。抽出労働者数が、個人票に記
載する人数になります。

(3)② 事業所の臨時労働者数(要領５～６頁)

６月3０日現在(給与締切日の定めがある場合には６月の
最終の給与締切日現在)に在籍した臨時労働者数を記入して
ください。
【具体的な例】
・日雇労働者 → 臨時労働者
・雇用契約期間が１か月以上のパート、アルバイト
→ 常用労働者

(4) 企業全体の常用労働者数(要領６～７頁)

貴事業所が属する企業全体(本社、支社、工場、営業所
等を含めた）の常用労働者数に該当する番号を○で囲ん
でください｡

・系列会社は含めません｡
・市の水道課等の場合､市役所の全職員数になります｡

記入に当たっては、調査票記入要領(以下｢要領｣という。)にくわし
い説明がありますので、よく確かめた上で記入してください。

(5）① 新規学卒者の初任給額及び採用人員

(要領６～７頁)

６月3０日現在(給与締切日の定めがある場合には６月
の最終の給与締切日現在)に本年３月卒の新規学卒者を貴
事業所で雇用している場合に記入してください。

※ 新規学卒者には次の学校及び学部等卒業者は含めない
でください。
中学、専修学校・各種学校（理･美容師専門学校､経理学
校､情報処理専門学校、ビジネススクール､デザイン専門
学校､看護学校､自動車学校等）及び職業能力開発施設等､
大学医学部、歯学部及び薬学部

【初任給額】

・１人当たりの額を記入してください。
・きまって支給する現金給与額から超過労働給与額及び

通勤手当を除いた額を記入してください。
・100円未満の端数は四捨五入してください｡
・日給月給制及び日給制の場合には､６月分として算定し

た１か月分の額を記入してください。

【採用人員】
・企業全体ではなく貴事業所で雇用している人数を記入

してください。

(5）② 初任給額の確定状況（要領６頁）

①で初任給額と採用人員を記入した場合のみ、該当する
番号を○で囲んでください。

(2) 主要な生産品の名称又は事業の内容
(要領４頁)

事業内容を具体的に記入してください｡
鉱業・製造業であれば、主な生産品の名称も記入し

てください。

要領8頁を参考に個人票に記入す

る労働者を抽出し、選んだ人数を

該当する欄に記入してください。

１

２

(3)① 事業所の常用労働者数
(要領４～５頁)

６月3０日現在(給与締切日の定めが
ある場合には６月の最終の給与締切日
現在)に在籍した常用労働者について､
雇用形態別、性別にそれぞれの労働者
数とその合計を記入してください。

【具体的な例】
・６月10日に正社員として採用し15

日間勤務 → 正社員・正職員
・４月に３か月間の期間だけ臨時社員

として採用
→ 正社員・正職員以外

・日雇いで、１月から継続して勤務
→ 臨時労働者

常用労働者の抽出率、抽出労働者数(要領４～５、８～９頁)

【常用労働者の抽出率】

【抽出労働者数】
抽出率を記入後､要領(８頁)の｢抽出労働者の選び方｣を参照して､「正社員・正職

員」、「正社員・正職員以外」ごとに、無作為に労働者を抽出し、選んだ抽出労働者
数を男女別に記入してください。抽出労働者数が、個人票に記載する人数になります。

(3) 事業所の雇用形態別労働者数
(要領４～５頁)

６月3０日現在(給与締切日の定めがある場合
には６月の最終の給与締切日現在)で、企業全
体ではなく貴事業所に雇われている労働者を以
下の図に従って区分してください。

常

用

労

働

者

臨 時 労 働 者

はい

いいえ

はい

いいえ

はい
いいえ

雇用期間の定めがなく
雇用されている

正社員・正職員か

１か月以上の期間を

定めて雇用されている

正社員・正職員
正社員・正職員

以外

事業所の常用労働者数が

（500人以上のとき）
要領18頁の

「資料１ 労働者抽出率
一覧表」をご覧頂き、

該当する抽出率を

記入してください。
１

１

２

１

４

１

５

１

いいえ いいえはい はい

はい いいえ

はい
いいえ

５～２９人 ３０～９９人 １００～４９９人

Ｃ「鉱業，採石業，

砂利採取業」

全員

(1) 事業所の名称及び所在地並びに法人番号
(要領４頁)

名称・所在地について
○ 企業名だけでなく、貴事業所名（支店名等）

まで記入してください。。
○ 宛先と住所が異なる場合は、備考欄に「名称変

更」又は「所在地変更」と記入してください。

法人番号について
○ 法人番号は、国税庁から指定される13桁の番号で

す。商業登記法に基づく会社法人等番号ではありま
せん。

○ 法人番号は、個人事業主は記入不要です。マイナ
ンバー（個人番号）の記入はしないでください。

厚生労働省ホームページに要領(PDF形式)及び調査票(エクセル形式)を掲載してい
ますのでご活用ください。（URLは要領２頁）

常用労働者については｢①事業所の常用労
働者数｣欄に､臨時労働者については｢②事業
所の臨時労働者数｣欄に記入してください。

※

個人票記入後､その総枚数を記入して
ください｡

宛名の下に印字されている12桁の数字とアルファベットをそのまま転
記してください。 １００－８９１６ （２０１９年調査）

千代田区霞が関１丁目２番２号

霞が関製パン（株）霞が関支店
御中

１３ １００３９０ Ｅ０９７

都 道 府 県

番 号
事業所一連番号

産業分類番号

中大 小

+

+



　

個 人 票 の 記 入 要 領 早 見 表

様式第２号

 

以下の事項を記入してくだ

さい。

・事業所で記入対象労働

者を識別できる番号等

・記入内容が特異な場合

の、その理由

19

100227

100232

100236
深夜手当を含む

200002(係長)
休日手当を含む

賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査
統 計 法 に 基 づ く
基 幹 統 計 調 査 秘

都道府県

番　　号
事 業 所 一 連 番 号 この調査票に記入された事項について

は、統計以外の目的に使ったり、他に

漏らしたりすることはありません。個 人 票
1 3 1

１　　枚目

厚 生 労 働 省

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

0 0 3 9 0
（令和元年６月分）

(20) (21)(10) (12) (13) (14)
(15)　き ま っ て 支 給 す る 現 金 給 与 額

職 種 番 号一

連

番

号

性 雇 用 形 態 就 業 最 終 学 歴 年 齢 勤 続 労 働 者

(9)

役 職
形 態 年 数 の 種 類 番 号

1 は正社員・正職員のうち雇用期間

の定めがない人。

(4)就業形態欄の「１

一般」に○を付けた

労働者についての

み記入してくださ

い。

１年未

満は０

と記入

してく

ださ

い。

C鉱業,採石

業,砂利採

取業、

D建設業、E

製造業、又

はH481港

湾運送業で

事業所規

模10人以

上の事業所

のみ記入し

てください。

企業規

模100人

以上の

事業所

のみ記

入してく

ださい。
は正社員・正職員以外のうち雇用

期間の定めがある人。

実労働 所定内 超　過 昨 年 １ 年 間 在留 資格 備 考(16) (17) (18) (19)
実労働 超 過 労 働 の 賞 与 、 番 号(15) の う ち (15) の う ち (15) の う ち (15) の う ち日　数 実労働

時間数 時間数
(9)欄の役職に該当しない労

働者について記入してくだ

さい。

外国人労働

者について

記入してくだ

さい。

含 み ま す 。 特 別 給 与 額給 与 額実労働

時間数

から超

過実労

働時間

数を差

し引い

たもの

早出、

残業、

休日労

働等

E製造業で事業所規模99人以下の事業所、

I卸売業,小売業、K70物品賃貸業、L学術研究,専門・技術サー

ビス業、M宿泊業,飲食サービス業、N生活関連サービス業,娯

楽業、P医療,福祉又はRサービス業（他に分類されないもの）

で同29人以下の事業所のみ記入してください。

１か月を超え、

３か月以内の期間で

算定されるものも含

みます。

給 与 額 を 期 末 手 当 等超 過 労 働 通 勤 手 当 精 皆 勤 手 当 家 族 手 当

日本人及

び特別永

住者等は

記入不要

です。

１年未満の端数

は切り捨ててく

ださい。

常用労働者
臨 時

労働者
正社員･正職員

正社員･正職員

以外

通勤労働者に対

し、通勤交通費

の全額又は一部

として支給する

手当

一定期間の所定労

働日において遅

刻、早退、欠勤等

の事故が一定回数

以下の労働者に対

し支給する手当

扶養家族を有す

る労働者に対し

支給する手当5 は常用労働者以外の人。
ベース・アップによ

る５月分以前の差

額追給は除きま

す。

１年未満の

端数は切り

捨ててくだ

さい。

30分以上は

切り上げ、

30分未満は

切り捨ててく

ださい。

時間外手当、

深夜手当、

休日手当、

宿日直手当等

賞与、期末手当等の

年間の支給額であ

り、毎月支給されるも

のは含みません。

３か月を超えて算定

されるものは含みま

す。

2 は正社員・正職員のうち雇用期間

の定めがある人。 (11)

3 は正社員・正職員以外のうち雇用

期間の定めがない人。

経 験 年 数

他企業での経験

も含みます。4

４ ５ １ ２ １ ２

01

１ ２ １ ２ ３

女
期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

期間の

定め

有

１ １ ５ 10

３ ４ １ ２

大大

　学

学院

生

産

管事技

理務術

831

１ ２ ３ ４

年

万 千 百

円

1

５
15

日 時間 時間

上

年

以

02

１ ２ １ ２

年 ～ ～ ～

未 ４ ９ 14

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

高短

専大

男

３ ４ ５ １ ２ １

満 年 年

２ ３ ４

38
38.5

16
16.2

１

高短

専大

大大

　学

学院

生

産

23
22.5

161
161.0

11
10.8

39
10 15

２ １ ２ ３

管事技

理務術

１ １ ５

年 上

年

以

161 4 0
男 女

期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

5 2 3 2 2

４ ５

03

１ ２ １ ２

年 ～ ～ ～

未 ４ ９ 14

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

３ ４ ５ １ ２ １

満 年 年

２ ３ ４

24 2

１

高短

専大

大大

　学

学院

生

産

23 161 7 23
10 15

２ １ ２ ３

管事技

理務術

１ １ ５

年 ～ ～ ～ 年

未 ４ ９

33 3 9
男 女

期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

9 3 3 5 2

４ ５

14 以

満 年 年 年 上

04

１ ２ １ ２

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

高短

専大

大大

　学

学院

生

産

３ ４ ５ ５

23 161 12 39
10 15

２

年 上

年

以

年 ～ ～ ～

未 ４ ９ 14

年 年

２ ３

男

３ ４ ５ １

8 5 4 0 0

１ ２ １

女
期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

４

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

２ １

満

103

１

管事技

理務術

１ １ ５

２ ３ ４

42 22

１

２ ３ ４

37 14

１

高短

専大

大大

　学

学院

生

産

４ ５

23 138

満 年 年 年 上

0 16
10 15

２

705

１ ２ ３

管事技

理務術

１ １ ５

年 ～ ～ ～ 年

未 ４ ９ 14 以

06

１ ２ １ ２

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

女
期間の

定め

無

期間の

定め

有

男

05

１ ２ １ ２

中

学

高

校

男 女
期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

２ ３ ４ １

高短

専大

大大

　学

学院

生

産
21

３ ４ ５ １ ２ １

期間の

定め

無

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

千 1 万４ ５
10 15

23 161

２ １ ２ ３

年 上

07

１ ２ １ ２

年 ～ ～ ～ 年

未 ４ ９ 14 以

期間の

定め

有

３ ４ ５ １ ２ １

満 年 年

管事技

理務術

１ １ ５

２ ３ ４

39 17

１

高短

専大

大大

　学

学院

生

産

84 0 19
10 15

２ １ ２ ３

管事技

理務術

１ １ ５

年 上

年

以

132 7 0
男 女

期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

4 6 0

４ ５

12

08

１ ２ １ ２

年 ～ ～ ～

未 ４ ９ 14

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

３ ４ ５ １ ２
１ １ ５

年 上

年

以

１

満 年 年

２ ３ ４

26 6

１

高短

専大

大大

　学

学院

生

産

男 女
期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

7 7 1 5 7

４ ５

23 138 14 16
10 15

２

09

１ ２ １ ２

年 ～ ～ ～

未 ４ ９ 14

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

３ ４ ５ １ ２

～ 年

未 ４ ９

１

満 年 年

２ ３ ４

18 0

１

高短

専大

大大

　学

学院

生

産

831

１ ２ ３

管事技

理務術

831

１ ２ ３

管事技

理務術

１ １ ５

年 ～ ～
男 女

期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

1 0 1 0 1

４ ５

23 138 10 14
10 15

２

14 以

満 年 年 年 上

10

１ ２ １ ２

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

３ ４

56

１

高短

専大

期間の

定め

有

臨労

　働

時者

一

般

短

時

間

中

学

高

校

0 9
10 15

２

831

１ ２ ３

管事技

理務術

１ １ ５

２

男 女
期間の

定め

無

期間の

定め

有

期間の

定め

無

1 6 0

４ ５

16 96
以

この調査の対象となった事業所の方々には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。

大大

　学

学院

生

産

３ ４ ５ １ ２ １

この調査の実施に当たっては、特に必要がある場合には、資料の提出のお願いや関係者の方々への質問を行うことがあります。

歳 年

歳 年

34 12

46

満 年 年 年 上

この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。

年 ～ ～ ～ 年

未 ４ ９ 14

千 百

円

17

万 百

円

23 161 6

日 時間 時間

06 0

百

円

万 千 百

円

万 千 百

円

万 千 万 千

万 千千 百

円

万

176

百

円

万 千 百

円

7 2 0 0

33 2 5 102 0 5

百

円

3 8

0

180 0 8

千 百

円

万 千万

200007

病欠のため

賞与支給なし

044 4 3

0

52 1 0

1 0 0 円 未 満 の 端 数 は 四 捨 五 入 し て く だ さ い 。

「５臨時労働者」に○を付けた労

働者については、(1)～(3)、(6)、

(10)、(12)～(16)のみ記入

してください。

1 0 0 円 未 満 の 端 数 は 四 捨 五 入 し て く だ さ い 。

(10) 職種番号 （要領12頁）

※ すべての事業所が記入

・「資料３ 職種一覧と解説」
(要領23頁)を参照して、該
当する職種の番号を記入し
てください。

・該当する職種がない労働者は
空欄としてください。

・職種は､実際に従事している
仕事の内容で決定してくだ
さい｡(資格を持っていても､
その資格と関連する業務に
従事していない場合は職種
に該当しません｡)

(4) 就業形態 ※ 臨時労働者以外は全員記入
(要領10～11頁)

・｢１一般｣とは｢２短時間｣以外の常用労働者で、
１週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ
パートやアルバイト（いわゆる「フルタイム
パート」）を含めます｡

・｢２短時間｣とは､１日の所定労働時間が｢１一般｣
の労働者よりも短い者､又は、１日の所定内労働
時間が｢１一般｣の労働者と同じでも､１週の所定
労働日数が｢１一般｣の労働者よりも少ない者を
いいます｡

厚生労働省ホームページに要領(PDF形式)及び調査票(エクセル形式)を掲
載していますのでご活用ください。（URLは要領２頁）

個人票は､事業所票の(3)①で抽出した常用労働者､および②で抽出した臨
時労働者について記入してください。

・記載を訂正した場合でも訂正印は不要です。
・行を全て抹消する場合には､必ず「(1)一連番号｣から「備考」欄まで抹消し

てください。行を全て抹消した場合でも、以降の行の｢(1)一連番号｣を訂正
する必要はありません。

・(15)～(20)の金額は､すべて100円単位（10円単位を四捨五入）で記入
してください。

(5) 最終学歴 ※ 就業形態が一般の労働者は

全員記入(要領10～11頁)

中途退学者や在学中の者は卒業に入りませんので、
その前の学歴を記入してください。

(6) 年齢 (要領10頁)

本年６月30日現在の満年齢を記入してください。

(3) 雇用形態 (要領10～11頁)

事業所票の(3)で確定した抽出労働者を、雇用期
間の定めの有無別に５区分に分け､該当する番号
を○で囲んでください｡

【具体的な例】
・正社員 ＝ １または２
・パート、アルバイト ＝ ３または４

事業所票に記載したものと同じ番号をすべての
個人票に記入してください｡

備考 (要領16頁)
事業所で記入対象労働者を識別できる番号等のほか、記
入内容が他の労働者又は通常の月と比べて著しく異なる
場合には、その理由(｢欠勤のため｣｢賞与なし｣「再雇
用」「年俸制」「有給使用」等)について記入してくだ
さい。

・超過実労働時間数が０で超過労働給与額が支給されて
いる場合､その理由(｢深夜手当のみ｣「30分未満」等)
を記入してください。

・役職又は職種に該当する抽出労働者が１人もいない場
合には、その旨(｢該当役職なし｣｢該当職種なし｣等)を
当欄又は事業所票の備考欄に記入してくださ い｡

(7) 勤続年数 ※ 臨時労働者以外は全員記入

(要領10頁)

本年６月30日現在で貴事業所が属する企業に勤
務した年数を通算して記入してください。
・会社の合併、分離、名義変更等があった場合で

も､通算してください。
・出向労働者の勤続年数は出向元も通算してくだ

さい｡
・再雇用された場合、以前の勤続年数も通算して

ください。

(17)通勤手当､(18)精皆勤手当､(19)家族手当
※ 貴事業所の産業及び事業所の常用労働者数が下表の

記入要件に該当する場合のみ、臨時労働者以外の者に
ついて記入（表に記載のない産業については記入は不
要です） (要領15頁)

常用労働者
5～29人

常用労働者

30～99人

常用労働者

100人以上

Ｅ製造業 要 記 入 要 記 入 記入不要

Ｉ卸売業，小売業

Ｋ70物品賃貸業

Ｌ学術研究,専門･技術サービス業

Ｍ宿泊業,飲食サービス業

Ｎ生活関連サービス業,娯楽業

Ｐ医療，福祉
Ｒサービス業

要 記 入 記入不要 記入不要

(9) 役職番号 （要領12頁）

※ 貴事業所が属する企業全体の常用労働者数が

100人以上の事業所のみ記入

・係長以上及び生産部門において職長以上の職務
に従事する者について、「資料２ 役職一覧と
解説」(要領21頁)を参照して役職番号を記入
してください。

・該当する役職がない労働者は空欄とし、役職該
当者が一人もいなかった場合は備考欄の上に
「該当役職なし」と記入してください。

記入に当たっては、調査票記入要領(以下｢要領｣という。)にくわし
い説明がありますので、よく確かめた上で記入してください。

(13) 所定内実労働時間数
(要領13頁）

調査対象期間中の所定労働日に
おける始業時刻から終業時刻内で､
実際に労働した1か月間の総時間
数を記入してください。

※ ｢(14)超過実労働時間数｣に該当
する時間は含めません。

・休憩時間は除いてください｡
・１か月の総時間数に１時間未満

の端数がある場合、30分以上
は切り上げ､30分未満は切り捨
ててください｡

(14) 超過実労働時間数 (要領13頁)

調査対象期間中の所定労働日において｢(14)所定内実
労働時間数｣以外で労働した時間数及び所定休日におい
て実際に労働した１か月間の総時間数を記入してくだ
さい｡
・１か月の総時間数に１時間未満の端数がある場合、

30分以上は切り上げ､30分未満は切り捨ててくだ
さい｡(超過実労働時間が無い場合は０を記入）

(20) 昨年１年間の賞与、期末手当等特別給与額
※ 臨時労働者以外の者は全員記入 (要領14～15頁)

昨年1年間（1/1～12/31）の間に支給された賞与、
期末手当等の合計を記入してください。
(他に、突発的理由により支給された給与､算定期間が
3か月を超えて支給された給与（6ヶ月分の通勤手当
等）があれば合計して記入してください｡)

※ 年収の合計を記入しないように注意してください。

(11) 経験年数

※ 臨時労働者以外で

｢(10)職種番号｣欄に

記入のある労働者は

全員記入
（要領12頁）

・職種に従事した年
数を､貴事業所に
加え､他の企業･事
業所でも経験があ
れば通算して、該
当する番号を○で
囲んでください｡

(12) 実労働日数
(要領13頁）

調査対象期間に実際に労働
した１か月間の総日数を記入
してください(休日労働日数も
含めます)｡
・実際に労働しなかった日は､

たとえ有給であっても、労
働日数から除きます。

・１日の労働時間が１時間で
あっても、その日は１日と
して数えます。

・１日のうち何回出勤しても、
その日の労働日数は１日と
数えます。

(8) 労働者の種類
※ Ｃ鉱業,採石業,砂利採取業､Ｄ建設業､Ｅ製造業、

Ｈ481港湾運送業で､常用労働者数10人以上を雇用

する事業所のみ全員記入 (要領12頁)

・｢１ 生産｣は､物の生産や建設作業等に従事して
いる労働者が該当します｡(主として監督業務に
従事している労働者は｢管理･事務･技術労働者｣
に該当します｡)

・｢２ 管理･事務･技術｣とは､管理､事務、経理､営
業､人事､福利厚生､研究、SE等に従事している
労働者が該当します。

(21) 在留資格 (要領16頁）

外国人の常用労働者を雇用している場合、在留カー
ドの「在留資格」を参照し、要領16頁の該当する番
号を記入してください。

※「(3)雇用形態」が「臨時労働者」の者については記
入不要です。

※在留資格が「特別永住者」及び「外交」又は「公用」
の者は記入不要です。

(16) 超過労働給与額 (要領14～15頁)

｢(14)超過実労働時間数｣に応じて支払われた給与の
み記入してください｡(支給がない場合は０を記入)
・深夜･休日出勤･宿日直等の手当も含めます。

(15) きまって支給する現金給与額 (要領14頁)

６月分として算定された現金給与額を税込みで記入
（手取額ではなく､所得税､社会保険料などを控除する
前の額）してください。役員報酬は除きます。

※ (16)超過労働給与額や各種手当も含めます。


